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第１章　総　則

（目　的）
第１条　　この要領は「経理規程」第35条の規定に基づき、当社の棚卸資産の管理要領について定める。

（棚卸資産管理要領の目的）
第２条　　この要領の主な目的は、次のとおりとする。
　　　　　1.　棚卸資産の受払、管理についてその方針と基準を示し、入庫・出庫・保管業務の円滑なる遂行を期する。
　　　　　2.　現品とその適正な在庫量を把握し、棚卸資産の管理コストの低減を図り、棚卸資産の回転を早めることによって、会社の経営成績の向上に寄与する。
　　　　　3.　棚卸資産の受払、保管及びこれらの計算、記録について定める。

（棚卸資産の管理）
第３条①　各部門において所管する棚卸資産の受払及び保管等の管理については、当該業務責任者がその責任を負う。常に現品在庫の内容を把握し、適正在庫量の維持を図り、管理運営に万全を期すこととする。
②　総務部長は、棚卸資産の管理について総括する。


第２章　受払及び現品管理

（棚卸資産の入庫）
第４条①　棚卸資産の受入計上（入庫）は、検収基準により行う。検収は、個々に受払可能なもの　　　　　　　は棚卸資産管理担当者が立会い、入荷品を納品書と照合し、数量・規格・仕様・品質等の　　　　　　　確認を行う。
②　継続的に入庫されるものは、棚卸資産管理担当者が計量器又はあらかじめ定められた計量基準
により確認を行う。

（棚卸資産の出庫）
第５条①　棚卸資産の払出計上（出庫）は、原則として出荷基準とし、所定の手続により払出を行う。
　②　出庫の手続は前条の入庫に準ずる。
　　　③　棚卸資産の払出順は、特段の指定が無い場合は先入先出とする。

（現品管理）
第６条①　棚卸資産は常に良品の状態を維持するよう管理する。
　　　②　棚卸資産管理担当者は、在庫品を品種別、受入時期別に整理整頓して保管する。また、置場の有効利用を考慮する。

（記帳と報告）
第７条　　棚卸資産管理担当者は、納品書又はその他の伝票等に基づいて、入庫、出庫記録を速やかにシステム入力する。

（管理基準）
第８条　　棚卸資産管理担当者は、棚卸資産についての保管状態を管理し、その棚卸資産の移動及び保管状態（量・質・仕様・銘柄・場所等）を所定の帳票に記録するものとする。


第３章　実地棚卸

（実地棚卸の意義）
第９条　　実地棚卸は、物品の数量照合による量的調査と保管状況調査による質的調査を行うことによって適正な棚卸資産管理を行うことにある。

（実地棚卸の実施方法）
第10条　　実地棚卸の実施方法は、別に定める「実地棚卸実施要領」によるものとする。

（損害保険）
第11条　　火災、台風等の天災、その他偶然な事故等により損害を受けるおそれのある棚卸資産については、保険を付すものとする。


第４章　雑　則

（要領の管理）
第12条　　この要領の管理は、総務部長が行う。


付　　則

[bookmark: _GoBack]➀　この要領は、２０２１年　７月　１日から施行する。
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